８障第133号
令和８年（2026年）５月７日

就労継続支援Ｂ型事業所の長　様

長野県健康福祉部障がい者支援課長


「工賃向上計画」（令和６年度～８年度）の策定について（依頼）


　平素から県の障がい福祉行政に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
このことについて、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」（令和６年３月29日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）により、全ての就労継続支援Ｂ型事業所は「工賃向上計画」(令和６年度～８年度の３か年)(以下、「計画」という。)を策定し県に提出することとされております。
つきましては、下記により計画の策定及び提出をお願いします。
なお、県では「長野県障がい者工賃向上計画2024」を策定しておりますので御参照ください。

記

１　提出対象事業所
　　今回の計画の提出対象事業所は以下のとおりです。
　　・令和８年度４月以降に新しく開所した事業所
　　・令和７年度以前に開所したが、計画の提出がされていない事業所
　　・令和７年度以前に開所し、計画の提出が既にされているが、令和８年度の目標工賃月額等の修正が必要な事業所
　　※令和７年度以前に開所し、計画の修正が必要のない事業所は提出不要です。
　

２　計画作成様式
「R08　工賃向上計画（令和６年度～８年度）」（excelファイル）
※様式の電子データは長野県ホームページに掲載しています。
「就労継続支援Ｂ型事業所等の「工賃向上計画」について」
https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shuurou/shuuroushien/kouchinkeikaku.html


３　提出期限
令和８年５月29日（金）までに当課あて電子メールで提出してください。
提出先メールアドレス：fuku-shakai@pref.nagano.lg.jp
　　なお、電子メール送信時の件名には、必ず事業所名を記載してください。
例：【○○○○事業所△△△の家】　工賃向上計画について

４　留意事項
（１）就労継続支援Ｂ型事業所の基本報酬算定に係る事項
令和８年４月の時点で就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）、就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）及び就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）は、令和８年４月に計画を作成していない場合は算定できないため、該当する事業所は御留意ください。
（２）令和８年度の事業所の目標平均工賃月額の設定について
現在の目標工賃達成加算の算定要件に基づき、令和８年度の実績に係る加算を令和９年
　　度に算定する場合、令和８年度の事業所の目標平均工賃月額は令和７年度の事業所の平均
工賃月額（実績）より1,492＊円以上高く設定する必要がありますので、御注意ください。
＊全国の平均工賃月額の令和６年度(24,141円)と令和５年度（22,649円）の差額
（３）計画の策定について
　　　算定する基本報酬にかかわらず、就労継続支援Ｂ型事業所は工賃の更なる向上に取り組むため、全職員、利用者及び家族に対して経営理念・運営方針を示し共有していく必要があることから、特別な事情がない限り全ての事業所において計画を策定してください。
（４）計画の資料提供について
　　　県に提出された事業所の計画については、就労継続支援事業所等の工賃向上を支援する「福祉就労強化事業」受託者（特定非営利活動法人長野県セルプセンター協議会）及び県内市町村等に資料提供しますので、御承知おき願います。

（問合せ先）
担当　　共生社会推進係　小岩、峯村
電話　　026-235-7105（直通）
FAX　 　026-234-2369
E-mail　fuku-shakai@pref.nagano.lg.jp

